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【手続補正書】
【提出日】令和3年7月28日(2021.7.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも、基材層と、バリア層と、熱融着性樹脂層とをこの順に備える積層体から構
成されており、
　前記基材層は、ポリエステル樹脂及びポリアミド樹脂の少なくとも一方を含み、
　前記バリア層の少なくとも一方側の表面には、耐酸性皮膜を備えており、
　前記耐酸性皮膜について、飛行時間型２次イオン質量分析法を用いて分析した場合に、
ＣｅＰＯ4

-に由来するピーク強度ＰCePO4に対するＰＯ3
-に由来するピーク強度ＰPO3の比

ＰPO3/CePO4が、８０～１２０の範囲内にある、電池用包装材料。
【請求項２】
　少なくとも、表面被覆層と、基材層と、バリア層と、熱融着性樹脂層とをこの順に備え
る積層体から構成されており、
　前記表面被覆層は添加剤を含んでおり、
　前記バリア層の少なくとも一方側の表面には、耐酸性皮膜を備えており、
　前記耐酸性皮膜について、飛行時間型２次イオン質量分析法を用いて分析した場合に、
ＣｅＰＯ4

-に由来するピーク強度ＰCePO4に対するＰＯ3
-に由来するピーク強度ＰPO3の比

ＰPO3/CePO4が、８０～１２０の範囲内にある、電池用包装材料。
【請求項３】
　前記基剤層の厚みが１０μｍ以上３０μｍ以下である、請求項１または２に記載の電池
用包装材料。
【請求項４】
　前記バリア層の少なくとも前記熱融着性樹脂層側の表面に、前記耐酸性皮膜を備えてい
る、請求項１～３のいずれかに記載の電池用包装材料。
【請求項５】
　前記耐酸性皮膜と前記熱融着性樹脂層とが、接着層を介して積層されている、請求項４
に記載の電池用包装材料。
【請求項６】
　前記接着層を構成している樹脂は、ポリオレフィン骨格を有している、請求項５に記載
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の電池用包装材料。
【請求項７】
　前記接着層が、酸変性ポリオレフィンを含む、請求項５又は６に記載の電池用包装材料
。
【請求項８】
　前記接着層を赤外分光法で分析すると、無水マレイン酸に由来するピークが検出される
、請求項５～７のいずれかに記載の電池用包装材料。
【請求項９】
　前記接着層の前記酸変性ポリオレフィンが、無水マレイン酸変性ポリプロピレンであり
、
　前記熱融着性樹脂層が、ポリプロピレンを含む、請求項８に記載の電池用包装材料。
【請求項１０】
　前記接着層が、イソシアネート基を有する化合物、オキサゾリン基を有する化合物、及
びエポキシ基を有する化合物からなる群より選択される少なくとも１種を含む樹脂組成物
の硬化物である、請求項５～９のいずれかに記載の電池用包装材料。
【請求項１１】
　前記接着層が、酸素原子、複素環、Ｃ＝Ｎ結合、及びＣ－Ｏ－Ｃ結合からなる群より選
択される少なくとも１種を有する硬化剤を含む樹脂組成物の硬化物である、請求項５～１
０のいずれかに記載の電池用包装材料。
【請求項１２】
　前記接着層が、ウレタン樹脂、エステル樹脂、及びエポキシ樹脂からなる群より選択さ
れる少なくとも１種を含む、請求項５～１１のいずれかに記載の電池用包装材料。
【請求項１３】
　前記バリア層が、アルミニウム箔により構成されている、請求項１～１２のいずれかに
記載の電池用包装材料。
【請求項１４】
　前記熱融着性樹脂層を構成している樹脂が、ポリオレフィン骨格を含んでいる、請求項
１～１３のいずれかに記載の電池用包装材料。
【請求項１５】
　モバイル機器の電池に使用される包装材料である、請求項１～１４のいずれかに記載の
電池用包装材料。
【請求項１６】
　少なくとも、基材層と、バリア層と、熱融着性樹脂層とがこの順となるように積層して
積層体を得る工程を備えており、
　前記基材層は、ポリエステル樹脂及びポリアミド樹脂の少なくとも一方を含み、
　前記バリア層を積層する際に、前記バリア層の少なくとも一方側の表面に、耐酸性皮膜
を備えており、耐酸性皮膜について、飛行時間型２次イオン質量分析法を用いて分析した
場合に、ＣｅＰＯ4

-に由来するピーク強度ＰCePO4に対するＰＯ3
-に由来するピーク強度

ＰPO3の比ＰPO3/CePO4が、８０～１２０の範囲内である、電池用包装材料の製造方法。
【請求項１７】
　少なくとも、基材層と、バリア層と、熱融着性樹脂層とがこの順となるように積層して
積層体を得る工程を備えており、
　前記表面被覆層は添加剤を含んでおり、
　前記バリア層を積層する際に、前記バリア層の少なくとも一方側の表面に、耐酸性皮膜
を備えており、耐酸性皮膜について、飛行時間型２次イオン質量分析法を用いて分析した
場合に、ＣｅＰＯ4

-に由来するピーク強度ＰCePO4に対するＰＯ3
-に由来するピーク強度

ＰPO3の比ＰPO3/CePO4が、８０～１２０の範囲内である、電池用包装材料の製造方法。
【請求項１８】
　少なくとも正極、負極、及び電解質を備えた電池素子が、請求項１～１５のいずれかに
記載の電池用包装材料により形成された包装体中に収容されている、電池。
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